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パブリックコメント（意見募集） パブリックコメント（意見募集） 
　町では、地域の子ども・子育て支援制度の総合的な推進を図るた
め、平成２７年度から平成３１年度までの５年を計画期間として「阿久
比町子ども・子育て支援事業計画」の策定を進めています。子ど
も・子育て会議で審議を行い、計画（案）をまとめました。この計
画（案）について、パブリックコメントを実施して、広く皆さんか
ら意見を募集します。

■募集案件名　阿久比町子ども・子育て支援事業計画（案）
■募集対象者　町内に住所を有する方
■公表方法

　町ホームページおよび子育て支援課窓口で閲覧できます。
　ＨＰ　http：//www.town.agui.lg.jp/ka/kosodate-keikaku.html
■募集期間　２月２３日（月）～３月１６日（月）
■提出方法　案件名、住所、氏名、電話番号、意見を記入し、郵便
（３月１６日必着）、ＦＡＸ、電子メールで提出または役場開庁時
間内に直接子育て支援課窓口へ提出してください。様式は問いま
せんが、日本語でお願いします。電子メールで提出する場合は件
名に「パブリックコメントについて」と入力してください。提出
いただいた個人情報は、目的外に利用しません。

■意見の取り扱い　提出されたご意見に対し個別には回答しません
が、意見の概要と意見に対する町の考え方をまとめ、町ホームペー
ジなどで公表します。

■提出・問い合わせ先

　子育て支援課子育て支援係　�（４８）１１１１（内３０１）

　不法投棄は、「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律」により禁じら
れ、違反した場合には「５年以下
の懲役もしくは１,０００万円以下の
罰金」が科せられます。また、近
隣の迷惑になり土壌汚染など環境
にも大きな影響を与えます。不法
投棄を目撃した時は、半田警察署
へ連絡してください。
■個人の所有する土地に不法投棄
された場合、その土地の所有者
が処理しなくてはなりません。
次のことに気を付け、被害に遭
わないようにしましょう。

①所有地の雑草や雑木をせん定
し、見通し良くする。

②ロープや杭などで土地の境界を
明確にし、管理されている状態
を示す。

③定期的に清掃し、捨てられにく
い状態を保つ。

■問い合わせ先　
　半田警察署　�（２１）０１１０
　建設環境課環境係　
　�（４８）１１１１（内３１０）

不法投棄は犯罪です
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N自転車・歩行者は、
必ず一時停止 

自動車・原付進入禁止 

　昨年の１２月から椋岡地区の町道４０７５号線で一方通行規制を
実施しています。県道側から交差点西方向へ自動車などの進
入はできません。
　通学の中学生や高校生の自転車と自動車などの接触事故が
多発しているため、その対策としての措置です。ご理解とご
協力をお願いします。自転車・歩行者は、必ず一時停止して
左右の安全を確認してから通行しましょう。
■問い合わせ先　半田警察署　�（２１）０１１０
　防災交通課交通係　�（４８）１１１１（内２７７）

椋岡地区の一方通行規制にご協力ください


